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議    長 開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、平成３０年度第２回総会を開催いたし

ます。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、岩元委員、上四元委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、外園委員、堀之内委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～７ページ １４件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：受贈、譲渡理由：贈与、権利の種別の内容：所有権移転、

贈与。

番号２号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

番号５号、新規就農、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、喜入、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号８号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、新規就農、相手要望、使用貸借権、設定、期間５年。

番号１０号、新規就農、労力不足、所有権移転、売買。

番号１１号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

番号１３号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

受人の耕作面積は０㎡となっていますが、渡人と受人の関係は、親子でありま

す。

これまで受人は渡人である父と３０年ほど一緒に耕作をしてきており、耕運機

や田植機等の農業機械も父から譲り受けるため、今回の農地の取得に当たっては

特に問題はありません。

番号１４号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可

申請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。
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議題２．農地転用事業計画変更に関する件

８ページ～１０ページ ２件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」松元の番号４号及び議題４．「農

地法第５条許可申請に関する件」松元の番号２０、２１号、郡山の番号２５号の

案件が、この事業計画に関連するので併せて、審議していただききたいと思いま

す。

まず、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、許可日：平成３０年２月２８日、許可番号：農委第２９８５－２５

号、権利の種別：農地法第５条事業計画変更、所有権移転、売買、変更後の事業

計画：宅地分譲（９区画）、変更前の事業計画：宅地分譲（１区画）。変更計画の

概要：住宅需要が見込まれるため、別件５条番号２０と一体利用し９区画とする。

別件４条番号４同時申請。

続きまして４条許可申請調書は１３ページです。

番号４号、転用目的・施設等：宅地分譲、宅地分譲１，７１０．００㎡、通路

３９０．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、他人田、西・南…他

人田、北…里道、境界…コンクリート擁壁、雨水…里道側溝。

続きまして５条許可申請調書は２０ページです。

番号２０号、権利の種別：所有権移転、売買、転用目的・施設等：宅地分譲、

宅地分譲１，７１０．００㎡、通路３９０．００㎡、周囲の状況及び被害防除計

画：東…宅地、他人田、西・南…他人田、北…里道、境界…コンクリート擁壁、

雨水…里道側溝。

続きまして、２１ページをお開きください。

番号２１号、使用貸借権、設定、通路、通路２７４．００㎡、東・南…里道、

西・北…貸人田、境界…土留、雨水…自然流下。

この件について、事務局からご説明いたします。
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松 元 支 局 この件につきまして、図面でご説明させていただきます。（図面掲示）

申請地は、松元支所から西に約１００ｍに位置する第３種農地の都市計画用途

地域内農地に該当します。付近には県道２４号線が通っており、近隣には薩摩松

元駅や松元小学校、病院などがあり、交通の便も良い場所にあります。

申請人は、周辺で不動産業を営む法人で、申請地を取得し宅地分譲９区画を造

成・販売する計画です。

申請人は、平成３０年２月２８日付けで宅地分譲１区画として５条許可を受け

ましたが、隣接地の所有者から買い取って欲しいとの要望があり、１区画から９

区画へ事業計画を変更することとなりました。

許可済である１筆の土地については、既に所有権移転がなされていたため、事

業計画変更と４条許可申請を行い、隣接する７筆の土地については一体利用し、

５条許可申請を行うものです。

また、今回の申請地に隣接する里道の道幅がせまいため、４筆の田のそれぞれ

一部を一時転用し、通路として使用するため番号２１の５条許可申請書が同時に

申請されています。

宅地分譲の申請面積は、総面積が２，１００㎡で、うち通路部分が３９０㎡で

す。排水は、北側の里道へ水路を新設し、西側の水路へ放流する計画となってお

り、境界はコンクリート擁壁とします。

一部、里道部分については、２月の総会時にも補足説明しましたが、農地整備

課へ譲渡予定であり、現在農地整備課と協議中です。

通路としての一時転用部分は、総面積が２７４㎡で、一時転用期間は平成３０

年６月１日～平成３０年１０月３１日までの５か月間です。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、許可日：平成２７年６月２６日、許可番号：農委第２７９５－２号、

権利の種別：農地法第５条承継事業計画変更、賃借権、設定、変更後の事業計画：

児平成２７年６月２６日～平成３１年１２月３１日、変更前の事業計画：平成２

７年６月２６日～平成３０年６月２５日。変更計画の概要：一時転用期間の延長

のため、別件５条番号２５同時申請。

続きまして５条許可申請調書は２３ページです。

番号２５号、権利の種別：賃借権、設定、転用目的・施設等：資材置場、資材

置場８．３６０．００㎡、通路８４８．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：

東・南…河川、西…里道、北…市道、境界…土留、雨水…自然流下。

この件について、事務局から補足説明いたします。
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郡 山 支 局 ９ページ番号２と２３ページ番号２５についてご説明を致します。（図面掲示）

図面をご覧ください。

申請地は、郡山支所から南西へ約０．５㎞の農用地区域内に位置し、国道３２

８号線、郡山中央土地区画整理事業施行地に隣接しています。

申請地は、この赤枠で囲まれた総面積９，２０８㎡の現況畑１６筆で、市道側

の３筆を通路、残り全体を土砂置場として利用するものです。

申請人は、平成２７年６月２６日付けで、郡山中央土地区画整理事業の工事に

用いる土砂の置場として、農地法第５条第１項の一時転用の許可を受け利用しつ

つ、一時転用期限の平成３０年６月２５日までには農地に復元し、所有者に返還

するよう土砂を搬出してきました。また、土砂の処分のため、平成２８年１１月

には土砂の受け入れ先を公募し、いったんは受け入れ先が決定したものの、平成

２９年３月に辞退となりました。土砂受け入れの辞退が年度末であったため、土

砂の撤去、農地復元のための予算計上が平成２９年度にはできず、３０年度には

予算を確保し、現在、土砂の搬出工事を発注準備中ですが、転用期限の６月２５

日までに、土砂の搬出、農地復元まで行うことは困難であるため、今回、一時転

用期間延長の事業計画変更と一時転用許可申請がなされたものです。

農用地区域内農地の転用は原則許可できませんが、農地法第５条第２項第１号

イ、農地法施行令第１１条第１項において、一時的な利用に供する場合で、かつ、

農業振興整備計画の達成に支障を及ぼすおそれのない場合は許可できるとされ

ております。また、平茂２１年１２月１１日付の農林水産省経営局長、農林水産

省農村振興局長通知「農地法の運用について」の第２の１の（１）のアの（イ）

のＣには、農用地区域内農地の一時的な利用の期間については、「当該一時的な

利用の目的を達成することができる必要最小限の期間をいい、農振法第８条第１

項又は第９条第１項の規定により定められた農業振興地域整備計画の達成に支

障を及ぼすことのないことを担保する観点からは３年以内の期間であれば、一時

的な利用に該当すると判断される」とされています。

当該申請により、一時転用期間は３年を超えることとなりますが、申請地にお

いては、農林水産部と協議した結果、農業振興地域整備計画に位置付けられた土

地改良事業等の施行計画等はないことから農業上の効率的かつ総合的な利用に

支障を及ぼす恐れはないと考えられ、また、土砂の撤去が遅れた理由があること、

期間の延長が必要最小限であること、さらに、土砂搬出の平成３０年度予算は確

保されており、事業計画等からも、恒久的に使用しないことが確実で、農地の復

元についても必ず期限内に完了することを理由書に記載していることから、当該

事業計画変更及び一時転用についてはやむを得ないと判断したものです。

以上で補足説明を終わります。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条、第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますよう

に、第４条番号４号及び第５条番号２０、２１号は第３種農地、第５条番号２５

号は農用地区域内農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたしま

す。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１６番委員」挙手あり〕

はい、１６番委員どうぞ。

１ ６ 番 委 員 ２３ページの５条許可ですが、一時転用の期間を延長する、この資材置場にか

かる工事というのは、どういう工事をするのですか。

郡 山 支 局 現在、申請地に土砂が１万㎥ありまして、それを搬出するのですが、これは、

１０ｔダンプ約１，８００台分に相当致しまして、これを期間内に搬出し、その

後、黒土を搬入し、農地に復元するわけですが、それについては、所有者の希望

に沿って、１筆ずつ農地搬入量を決めて、農地に復元するということでございま

す。

１ ６ 番 委 員 わかりました。

２３ページの土地の所在地、農地区分という所の、農地区分に記載がないのは、

なぜですか。

事 務 局 この農地区分につきましては、申請地が、説明にもありましたが、農用地区域

内農地でありまして、農用地区域内農地の農地区分は、左から７個目に農振とい

う欄があるのですが、そこに農用内ということで、ここで表示をしてございます。

１ ６ 番 委 員 わかりました。
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議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画

変更に関する件」２件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたしま

す。

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号４号及び議題４．「農

地法第５条許可申請に関する件」番号２０、２１、２５号につきましては、原案

どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

但し、農地区分が農用地区域内農地である第５条番号２５号につきましては、

「県農業会議」に意見聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可

書を交付することといたします。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

１１ページ～１３ページ ４件

議    長 次に、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど松元の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更に関する

件」と併せて審議しておりますので、それ以外の３件について審議していただき

きたいと思います。

それでは、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：通路、通路６８．００㎡、周囲の状況及び被害

防除計画：東…原野、西・北…本人畑、南…市道、境界…土留、雨水…自然流下。

この件につきまして、補足して説明します。

申請地は、北側の本人畑に、今回同時に非農地証明願いが出されている宅地に

通じる通路です。

以上です。

議 長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、発電施設、太陽光発電６９４．００㎡、東…里道、西…雑種地、南

…別件５条申請地、北…他人田、境界…土留、雨水…自然流下。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請人は、太陽光発電施設を設置するため、転用を行うものです。

規模としましては、太陽光パネル３６０枚、最大出力４９．５ｋＷになります。

なお、九州経済産業局から設備認定の通知を受けております。また、九電への接

続契約申し込みも系統連係承諾通知書等に代わる回答書を受け、承諾されており

ます。

以上です。
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議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、植林、クヌギ１６０本８２２．００㎡、東・西…他人田、南…里道、

北…山林、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、第

２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」３件につきましては、原案どお

り許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。
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議題４．農地法第５条許可申請に関する件

１４ページ～２５ページ ２７件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど松元の２件及び郡山の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計

画変更に関する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の２４件について

審議していただききたいと思います。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：所有権移転、売買、転用目的・施設等：駐車場、駐車

場３１２．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…私道、西…私道、他人畑、

南…里道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

番号２号、所有権移転、売買、建売住宅、住家１棟８１．９８㎡、庭敷地等１

１９．０２㎡、東・西…宅地、南…里道、北…市道、境界…ブロック積、雨水…

市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号３号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟９５．２３㎡、庭敷地等１

９６．７７㎡、東…別件５条申請地、西…宅地、北…里道、南…他人畑、別件５

条申請地、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

番号４号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１３１．６８㎡、庭敷地等

１９０．３２㎡、東・南…渡人畑、西…渡人畑、別件５条申請地、北…里道、別

件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

番号３・番号４について、内容が共通しますので合わせて補足して説明いたし

ます。

雨水処理につきましては、従来申請地に面していた水路敷を拡幅し、暗渠とし

て向こう側へ付替えされており、里道及び水路管理者からそれぞれ占用許可を得

て、里道を埋設横断した排水管を、その先の水路に接続し放流するものです。

また、申請地は、過去に貸資材置場として無断転用されており、現在も砕石が

点在しておりました。

よって、代理人を通じて、過去の経緯を含めた始末書の提出を求め、農地法の

許可なく今後このような事が無いよう、指導を行ったところであります。

番号５号、使用貸借権、設定、発電施設、太陽光発電１，０５６．００㎡、東・

北…水路、西…雑種地、南…宅地、私道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件について、事務局にて補足して説明いたします。
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谷 山 支 局 この件について、補足して説明いたします。

申請地は、谷山支所から北西へ約６．１ｋｍの皇徳寺団地南台に隣接する第２

種農地の市街地近接農地に該当します。

発電施設の規模としましては、太陽光パネル１７６枚、発電出力３１．９ｋＷ

で、約６世帯分の年間消費電力に相当するものです。九州経済産業局へは発電設

備認定申請中で、近日中に認定通知を受ける見込みとなっております。

また、九州電力から工事負担金の請求を受け、平成３０年２月に支払いを完了

していることを確認しております。

なお、申請地の２筆目は、平成２８年７月に３条許可で取得した後、農地利用

変更届により隣接する農地と一体的な畑として、露地野菜類の栽培を行っており

ます。

このような中、左官業を自営し、かつ主たる農業従事者である貸人が、平成２

９年１月に脳幹出血で倒れ、その後、体幹に機能全廃等の重度障害を発症し、同

年７月には「身体障害手帳１級」の認定交付を受けております。

現在、貸人は老人保健施設に入所中であり、引き続き入所加療を要する容態に

あり、農作業に従事可能な「身体機能の回復は望めないであろう。」とのことで

した。

また、今後も継続して必要となる施設入所費や医療費を始めとする生活費等の

工面が極めて困難となることから、貸人の妻が太陽光発電施設を設置し、必要経

費の捻出を図るものです。

従いまして、２筆目については、３条許可を取得してから約２年ではございま

すが、この間、農地パトロールにおいて農地として適切に維持管理されていた事

を確認しており、許可後の特別な事情として検討した結果、申請地２筆の転用は

止むを得ない事情に相当すると考えております。

以上で、補足説明を終わります。

議    長 続きをお願いします。
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１ ３ 番 委 員 番号６号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟５２．９９㎡、庭敷地等３

３６．０１㎡、東…里道、西…山林、南…宅地、北…渡人畑、境界…ブロック積、

雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号７号、使用貸借権、設定、発電施設、太陽光発電１，０１２．００㎡、東

…里道、西・南…他人畑、北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、谷山支所から南西へ約４．２ｋｍに位置する第２種農地のその他の

農地に該当し、高齢で耕作が困難になった母親から、息子が遊休農地を借り受け

て発電施設の設置を行うものです。

発電施設の規模としましては、太陽光パネル２０４枚、発電出力５４．０６ｋ

Ｗで、約１０世帯分の年間消費電力に相当するものです。九州経済産業局に対し

て、平成３０年１月１１日に発電設備認定申請済であり、近日中に認定通知を受

ける見込みとなっております。

また、九州電力からの「工事負担金の請求書」が添付されており、平成３０年

３月に支払いを完了していることを確認しております。

番号８号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟１３０．０２㎡、庭敷地等

３５０．９８㎡、東…別件５条申請地、西…宅地、他人畑、南…他人田、北…里

道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…公共下水道。

番号９号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟１２３．５８㎡、庭敷地等

３６８．４２㎡、東…宅地、西…別件５条申請地、南…他人田、北…里道、境界

…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…公共下水道。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、所有権移転、売買、通路、通路１３９．００㎡、東…雑種地、山

林、西…市道、南…里道、北…雑種地、境界…土留、雨水…自然流下。

番号１１、１２号、所有権移転、売買、資材置場、貸資材置場８０２．００㎡、

東…里道、西…雑種地、南…原野、北…別件４条申請地、境界…土留、雨水…自

然流下。

番号１３号、使用貸借権、設定、通路、通路８６．３０㎡、東・南・北…貸人

畑、西…私道、境界…土留、雨水…自然流下。

番号１４号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８６．１２㎡、庭敷地等

１３０．６８㎡、東…宅地、西…他人畑、南…他人畑、宅地、北…市道、境界…

ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。
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８ 番 委 員 ご報告します。

番号１５号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟７２．０４㎡、庭敷地等

１２４．９６㎡、東…宅地、西…他人畑、南…水路、北…渡人畑、私道、境界…

ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１６号、所有権移転、売買、店舗等、店舗１棟１，０３３．００㎡、駐車

場等１，１９９．００㎡、東…他人畑、西…県道、南…他人畑、宅地、北…雑種

地、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１７号、所有権移転、売買、建売住宅、住家５棟３３１．１５㎡、通路２

１８．４８㎡、庭敷地等３９０．３７㎡、東…私道、西…公園、南…宅地、北…

市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１８号、所有権移転、売買、植林、クヌギ３００本１，０５７．００㎡、

東・西…他人田、南…里道、北…山林、境界…土留、雨水…自然流下。

番号１９号、所有権移転、売買、植林、クヌギ４００本２，３６２．００㎡、

東…原野、西…他人田、南…里道、北…山林、境界…土留、雨水…自然流下。

番号２２号、使用貸借権、設定、通路、通路１４０．００㎡、東…宅地、西…

市道、南…私道、北…渡人畑、境界…土留、雨水…自然流下。

番号２３号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８２．２４㎡、庭敷地等

２９８．６６㎡、東・南…市道、西・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道

側溝、汚水…合併浄化槽。

番号２４号、所有権移転、売買、車庫、堀車庫８７．００㎡、東・南…原野、

西…雑種地、北…市道、境界…土留、雨水…自然流下。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から北東へ３㎞に位置する第２種農地のその他の農地に該

当します。

譲受人は、平成１１年に許可を受けずに申請地を購入し、将来の自宅建築に備

えて堀車庫を建築したため、今回始末書添付の上申請されたものです。

申請人には、転用を行う場合は農地法の許可を受けなければならないこと、今

後はこのようなことのないよう指導いたしました。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号２６号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟５０．２８㎡、庭敷地等

１６９．６６㎡、東・西・南…宅地、北…県道、境界…ブロック積、雨水…県道

側溝、汚水…合併浄化槽。

番号２７号、賃借権、設定、貸店舗１棟２０１．３４㎡、物置１棟８．３５㎡、

駐車場等１，２９１．３１㎡、東…宅地、西…国道、南…他人田、北…市道、境

界…コンクリート擁壁、雨水…国道側溝、汚水…合併浄化槽。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

申請地は郡山支所から南西へ約０．５ｋｍの都市計画用途区域内の３種農地に

該当します。申請人は、店舗用の土地を借り上げ、店舗を建設し、コンビニエン

スストアを経営する同じグループ会社に貸し付けるものです。

また、２筆の申請地の間には里道が通っていますが、里道については占有せず、

舗装をし、南側にある農地への通路は確保するとのことです。舗装をすることに

ついては農地整備課へ工事許可申請を行うことで協議済みとのことです。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」２４件につきまして

は、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたし

ます。

議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

２６ページ～２７ページ ３件

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議

します。

吉田、桜島地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」３

件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題６．非農地認定に関する件

２８ページ～３２ページ １０件

議    長 次に、議題６．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本庁、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：２４３２：杉、孟宗竹、雑木自然繁茂、約４０年経過、現況

山林。２４９５－１：事務所１棟、倉庫３棟、２２年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：庭敷地として４７年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：雌竹、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、平成２９年度第４回総会において、非農地認定の議決を受けております

が、交付済みの「非農地証明」を紛失したとの事から、改めて証明願いがなされたも

のです。これを受け、５月１５日に再調査をした結果、現況は前回と変わりございま

せんでした。なお、申請地は国道２２６号の沿線に位置しており、法面部分に雌竹が

自生しているものの、それ以外の区域は雑木が自然繁茂しておりました。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：唐竹、大名竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号５号、調査結果：４３６９－１：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。４

３７１：住家１棟、倉庫３棟、８５年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、調査結果：ゴキ竹、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

この件につきまして、補足説明を申し上げます。

非農地認定基準によりますと、雌竹（女竹）、ゴキ竹は、原則、「非農地」として認

めておりませんが、竹の密集度、耕作用通路の有無等、周囲の状況を考慮して、総合

的に、「非農地」と判断いたしました。

番号７号、調査結果：檜、孟宗竹、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号８号、調査結果：唐竹、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号９号、調査結果：孟宗竹、雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

以上です。
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議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、調査結果：通路として約３０年経過、現況道路。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「非農地認定に関する件」

１０件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題７．農地利用変更届出に関する件

３３ページ １件

議 長 次に、議題７．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、本庁、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、盛

土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：平成３０年６月１日、工事終了日：

平成３０年８月３０日、周囲の状態：東…山林、西…雑種地、南…原野、北…市道、

境界…土留、作物…野菜、高さ…０．１～６．２ｍ、搬入土…シラス、黒土。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農地利用計画変更届出

に関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題８．農用地利用集積計画に関する件

３４ページ～４８ページ ３４件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたしま

す。

３８ページ、番号４、３９ページ、番号５、４６ページ、番号３１号につきまし

ては、７番委員自身が、４４ページ、番号２３号につきましては、１４番委員自身

が代表の農地所有適格法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、７番委員、１４番委員におかれましては、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、議事に参与することができま

せんので、順次しばらく離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくこ

とにします。

まず７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、番号４、５、３１号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

３８ページをご覧ください。

番号４号、地目：田、面積９５８.００㎡、権利の種別：使用貸借権、設定期間

１０年、区分：新規。

３９ページをご覧ください。

番号５号、地目：田、面積１、２４７.００㎡、権利の種別：使用貸借権、設定

期間１０年、区分：新規。

４６ページをご覧ください。

番号３１号、２筆は、地目：田、面積１，９８９.００㎡、１筆は、地目：畑、

面積１１１.００㎡、権利の種別：使用貸借権、設定期間１０年、区分：新規。

平成３０年５月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上です。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４、５、３１号につきましては、原案どおり、承認することに

決定いたします。

次の案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願いし

ます。１４番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員着席、１４番委員離席後）

それでは、番号２３号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

４４ページをご覧ください。

番号２３号、３筆で、地目：田、面積２，０３６.００㎡、権利の種別：賃借権、

設定期間３年、区分：更新。

平成３０年５月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号２３号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。

次の案件の審議に入ります前に、１４番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（１４番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。残りの３０件及び先ほどの４件を併せて、一括して

事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 議題７．「農用地利用集積計画に関する件」について、只今の分も含めまして、

ご説明申し上げます。

３４ページをお開きください。

「議案第７号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、平成３０年５月３

１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権１２件１６，８６０．００㎡、う

ち新規９件１４，５０４．００、賃借権２０件３１、９５３．００㎡、うち新規１

１件１７，９８８．００㎡、所有権移転２件４，０７６．００㎡、合計３４件５２，

８９９．００㎡、うち新規２０件３２，４９２．００㎡となっております。

次に３５ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多い

順に設定期間３年が５件、５年から１０年未満，１０年が各３件、５年が１件とな

っております。

次に３６ページをお願いします。

これは、３４ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。多い順

に設定期間３年が７件、５年が６件、５年から１０年未満が４件、１年から３年未

満が２件、１１年以上が１件となっております。

次に３７ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権１８筆、賃借権２７筆、計４５

筆。面積は、田２７，１５５．００㎡、畑２１，６５８．００㎡、計４８，８１３．

００㎡うち更新分は、１６，３２１．００㎡です。

利用権等の設定をする者及び受ける者は３２人。うち更新分は１２人となってお

ります。

次に３８ページから４８ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計画

総括表の使用貸借権、賃借権、所有権の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種類、

始期、終期、１０a の賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題９．相続税の納税猶予に関する件

４９ページ～５０ページ ２件

議    長 次に、議題９．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ４９ページをお開きください。

相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。

今回、２件の申請がありました。

申請者は、同じ被相続人の子で、相続開始年月日は、平成２０年９月１４日、

今回が４回目の発行でございます。

２件とも、５月１５日に、４番委員、私、事務局職員４名の計６名で現地を

調査いたしましたので、その結果についてご説明いたします。

まず、番号１について説明します。

調査いたしました特例適用農地は、全て畑でありました。１と２は、続き地

で、１にはハウスが１棟ございまして、水菜を作付予定とのことです。

２は、露地に、ニガウリ、ピーマン、スイカ、きゅうり、カボチャを作付中

で、さつまいも、ほうれん草を作付予定でございます。

３はさつまいも、深ねぎを作付予定とのことです。

４から１０及び１３は、農業経営基盤強化促進法による特定貸付を行ってお

ります。

４、５ は、イヌマキ、モミ、ヒバ、モミジを植付中でございます。    

６、７は、里芋を作付予定とのことです。

８から１０は、ハウス２連棟及びハウス２棟にチンゲン菜を作付中でござい

ます。

１１から１４は、イヌマキ、モミ、ヒバ、モミジを植付中でございます。

最後に１５は、畑地かんがい施設でございますが、持分を２４分の１持って

いるため、対象となっております。

従いまして、番号 1 の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行って

おりましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」及び「引き続き

特定貸付けを行っている旨の証明書」の発行については、支障がないものと判

断いたしたところでございます。

次に、５０ページをご覧ください。

番号２ですが、調査いたしました特例適用農地は、畑でありまして、ハウス

２連棟に、スイカ、きゅうり、トマト、インゲン、ナス、セロリ、深ネギを作

付中でございます。露地には、ニガウリ、じゃがいも、かぼちゃ、そら豆、

ショウガ、さつまいも、里芋を作付中でございます。

従いまして、番号２の特例適用農地において、申請者が農業経営を行ってお

りましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行については、

支障がないものと判断いたしたところでございます。

以上です。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１６番委員」挙手あり〕

はい、１６番委員どうぞ。

１ ６ 番 委 員 ４９ページですが、特定貸付け中というのがありますが、最近、この特例適

用農地についても、貸しても差し支えないということになったようですが、こ

れは、いつから始まったのでしょか。

事 務 局 平成２１年１２月１４日以降と思われます。

１ ６ 番 委 員 それは違うのではないですか。平成２１年は早すぎる気がします。

１ 番 委 員 貸付ができるようになったのは、平成２１年からです。

１ ６ 番 委 員 わかりました。

議    長 後で確かめて、報告してもらいます。

ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「相続税の納税猶予

に関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題１０．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ３件

議    長 次に、議題１０．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する

件」を審議します。別冊資料２です。

まず、喜入、８番委員お願いします。
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８ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町浜田地区にあり、喜入支所から北西へ約

５ｋｍに位置し、東側は渡人畑、西・南側は他人畑、北側は市道に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、

申出地は農用地区域の外周部近接地であるが、県の除外対象要件にあたること

から、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、建売住宅

４．現況、申出地は、石谷町隠迫地区にあり、松元支所から北東へ約２．５

ｋｍに位置し、東･南側は市道、西・北側は宅地に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更は

やむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

次に、１０ページです。

３．変更後の用途、建売住宅

４．現況、申出地は、石谷町隠迫地区にあり、松元支所から北東へ約２．５

ｋｍに位置し、東側は渡人畑、西側は市道、南側は里道、北側は他人畑に接し

ている。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更は

やむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備

計画変更（除外）に係る意見書に関する件」３件につきましては、原案どおり、

承認することに決定いたします。
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議題１１．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ３件

議    長 次に、議題１１．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に

関する件」を審議します。別冊資料２です。

それでは、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。１４ページです。

３．変更後の用途、牛舎２棟

４．現況、申出地は、本名町谷上地区にあり、吉田支所から南西へ約３．２ｋ

ｍに位置し、東・南側は他人畑、西・北側は市道に接している。

５．意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果は別紙調書の

通りで、変更後の用途は牛舎であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

次に、１８ページです。

３．変更後の用途、牛舎２棟

４．現況、申出地は、本名町谷上地区にあり、吉田支所から南西へ約３．２ｋ

ｍに位置し、東側は他人畑、西側は山林、南側は山林、他人畑、北側は市道、他

人畑に接している。

５．意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果は別紙調書の

通りで、変更後の用途は牛舎であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

次に、２２ページです。

３．変更後の用途、牛舎２棟

４．現況、申出地は、本名町谷上地区にあり、吉田支所から南西へ約３．２ｋ

ｍに位置し、東・西・南・北は他人畑に接している。

５．意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果は別紙調書の

通りで、変更後の用途は牛舎であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「７番委員」挙手あり〕

はい、７番委員どうぞ。

７ 番 委 員 全体面積が約５反、牛舎２棟ですが、牛は何頭位になるのでしょうか。
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吉 田 支 局 予定では、７０頭位です。

７ 番 委 員 ７０頭となると、屎尿処理施設とかたぶん必要になると思います。牛舎２棟で

はなく、その他屎尿処理施設というのが入ってくるのではないでしょうか。

吉 田 支 局 申請では、牛舎２棟でありますが、屎尿処理施設も補助事業を活用して導入す

る予定です。

議    長 今後予定があるということですか。

吉 田 支 局 そうです。

７ 番 委 員 わかりました。

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１１．「農業振興地域整

備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件」３件につきましては、原

案どおり、承認することに決定いたします。

議題１２．荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について

別冊資料３ ９３件

議    長 次に、議題１２．「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地

判定について」を審議します。別冊資料３です。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

調査筆数：２１筆、現況確認日：平成３０年４月１９日、農地・非農地の判断

結果：檜、雌竹・キンチク竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判

断いたしました。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。３ページです。

調査筆数：１０筆、現況確認日：平成３０年４月２３日、農地・非農地の判断

結果：杉、キンチク竹・ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と

判断いたしました。

以上です。
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議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。４ページです。

調査筆数：３筆、現況確認日：平成３０年４月１６日、農地・非農地の判断結

果：杉、孟宗竹自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、東桜島、事務局お願いします。

東 桜 島 支 局 ご報告します。５ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：平成３０年４月１２日、農地・非農地の判断結

果：雑木自然繁茂、現況山林により非農地すべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

調査筆数：９筆、現況確認日：平成３０年４月２０日、農地・非農地の判断結

果：杉、ゴキ竹・孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断い

たしました。

以上です。

議    長 次に、桜島、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。７ページです。

調査筆数：１１筆、現況確認日：平成３０年４月１２日、農地・非農地の判断

結果：唐竹、雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いしたしました。

以上です。

議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。８ページです。

調査筆数：１９筆、現況確認日：平成３０年４月２５日、農地・非農地の判断

結果：杉、檜、雌竹・孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判

断いたしました。

以上です。

議    長 次に、松元、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。９ページです。

調査筆数：８筆、現況確認日：平成３０年４月２６日、農地・非農地の判断結

果：杉、檜、唐竹・コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判

断いたしました。

以上です。

議    長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：平成３０年４月２６日、農地・非農地の判断結

果：杉、檜、コサン竹・キンチク竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農

地と判断いたしました。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１６番委員」挙手あり〕

はい、１６番委員どうぞ。

１ ６ 番 委 員 非農地証明願の場合、１０年以上となっていますが、この判断調書の場合は、

その期間については、どういうふうになっているのですか。

事 務 局 荒廃農地発生状況の非農地判定につきましては、１０年という定めはなく、現

況が山林の様を呈しているかどうかで判断するものでございます。

１ ６ 番 委 員 何年経っていようと、現況が山林だというふうに見られると、非農地として判

断するということでよろしいですか。

事 務 局 農業委員と事務局職員が現地を見て、現況が山林になっているかどうかで判断

するものでございます。

１ ６ 番 委 員 わかりました。
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議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１２．「荒廃農地の発生・

解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について」、９３件につきましては、

調書のとおり判定することに決定いたします。

議題１３．平成２９年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価（案）並びに

  平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

別冊資料４

議    長 次に、議題１３．「平成２９年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評

価（案）並びに平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい

て」を審議します。別冊資料４です。

では、事務局より説明をお願いします。

事 務 局 「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）並びに平成３

０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について」ご説明申し上げます。

この「点検・評価」並びに「目標・活動計画」につきましては、毎年度、６月３０

日までに公表することになっておりますので、本日の総会において、ご承認いただい

た後、市のホームページにて公表し、国へ報告をすることといたします。

また、記載する実績数値等につきましては、市農林水産部から県に報告している数

値と整合を取るようにしております。

なお、２９年３月現在の現状及び課題につきましては、昨年、ご説明申し上げまし

た「２９年度の目標及び活動計画」と同様でございますので、説明を省略させていた

だきます。

それでは、１ページをご覧ください。

「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」につきまし

て、ご説明申し上げます。

平成２９年４月１日現在の「農業委員会の状況」でございますが、「１ 農業の概

要」及び「２ 農業委員会の現在の体制」は、昨年、ご説明申し上げました、「２９

年度の目標及び活動計画」と同様でございますので、お目通しをお願いいたします。

次に、２ページをお開きください。

「担い手への農地の利用集積・集約化」のうち、「２ 平成２９年度の目標及び実績」

につきましては、集積目標３９１．７ｈａ、集積実績３７４．４ｈａ、うち新規実績   

４６．３ｈａ、達成状況９５．６％となっております。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につきま

しては、お目通しをお願いいたします。

次に、３ページをご覧ください。

「Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」のうち、「２ 平成２９年度の

目標及び実績」につきましては、参入目標２０経営体６ｈａ、参入実績１９経営体５．

６ｈａ、達成状況 参入数９５％、参入面積９３．３％となっております。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につきま
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しては、お目通しをお願いいたします。

次に、４ページをお開きください。

「４ 遊休農地に関する措置に関する評価」のうち、「２ 平成２９年度の目標及び

実績」につきましては、解消目標２５ｈａ、解消実績１６．２ｈａ、達成状況６４．

８％となっております。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につきま

しては、お目通しをお願いいたします。

次に、５ページをご覧ください。

「５ 違反転用への適正な対応」のうち、「２ 平成２９年度実績」につきましては、

農地パトロール時の違反転用は、ございませんでした。

「３ 活動計画・実績及び評価」につきましては、お目通しをお願いいたします。

次に、６ページをお開きください。

「６ 農地法等によりその権限に属（ぞく）された事務に関する点検」のうち、「１

農地法第３条に基づく許可事務」につきましては、１年間の処理件数１３７件、うち

許可１３７件、不許可０件 となっております。

点検項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

「２ 農地転用に関する事務」につきましては、１年間の処理件数２１８件、点検

項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

次に、７ページをご覧ください。

「３ 農地所有適格法人からの報告への対応」につきましては、管内の農地所有適

格法人数は、２７法人となっております。

点検項目及び実施状況につきましては、お目通しをお願いいたします。

「４ 情報の提供等」のうち、賃借料情報の調査・提供につきましては、調査対象

賃貸借件数は、２８８件、公表時期は、２９年１２月となっており、市ホームページ

の掲載及び農業委員会だよりと一緒に配布し、農家等へ情報提供を行いました。

「農地の権利移動等の状況把握」及び「農地台帳の整備」につきましては、お目通

しをお願いいたします。

次に、８ページをお開きください。

「７ 地域農業者等からの要望・意見」につきましては、市及び国へ、農地等利用

最適化推進施策の改善についての意見として提出いたしました。

「８ 事務の実施状況の公表等」につきましては、市のホームページに公表してお

ります。

次に、９ページをご覧ください。

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)につきまして、ご説明申し

上げます。

平成３０年４月１日現在の「農業委員会の状況」のうち、中ほどの表をご覧くださ

い。

耕地面積計３，２９０ｈａ、経営耕地面積計１，４８１ｈａ、遊休農地面積計５４

４．７ｈａ、農地台帳面積計３，２９０ｈａとなっております。

「農家等の概要」及び「２農業委員会の現在の体制」につきましては、お目通しを

お願いいたします。

次に、１０ページをお開きください。

１０ページ以降につきましては、農地面積等は、平成３０年３月現在で申し上げま

す。
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「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」のうち、「1 現状・課題」につきまし

ては、管内の農地面積３，２９０ｈａ、これまでの集積面積３７４．４ｈａ、集積率

１１．４％となっており、課題として、「土地条件が悪いところが多く、担い手農家

への集積が進まない」状況があります。

「２ 平成３０年度の目標及び活動計画」につきましては、目標を、集積面積４２

２．４ｈａ、うち新規集積面積４８．０ｈａとします。

また、活動計画は、遊休農地バンク情報を市農政部局と共有するとともに戸別訪問

や、農地の出し手、受け手の情報等をもとに、結び付けや新たな掘り起こし活動の強

化、利用権設定等の推進、また、地域の身近な世話役として、相談活動を実施します。

次に、「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」のうち、「２ 平成３０年

度の目標及び活動計画」につきましては、参入目標２０経営体６．０ｈａとします。

また、活動計画は、意欲のある農業者の情報収集を行い、市農政部局と連携し新規

就農者等の指導・助言にあたり、農地利用最適化推進活動や年間を通じて地域の身近

な世話役として、相談活動を実施します。

最後に、１１ページをご覧ください。

「４ 遊休農地に関する措置」のうち、「１ 現状・課題」につきましては、管内の

農地面積３，８３４．７ｈａ、遊休農地面積５４４．７ｈａ、割合１４．２％となっ

ております。

「２ 平成３０年度の目標及び活動計画」につきましては、遊休農地の解消面積２

２．０ｈａとし、遊休農地の所有者等に対する意向調査等によって、まず活用見込み

の高い遊休農地の解消を目指します。

なお、農地の利用状況及び意向調査等の活動計画につきましては、お目通しくださ

い。

次に、「５ 違反転用への適正な対応」のうち、「１ 現状・課題」につきましては、

管内の農地面積３，２９０ｈａ、違反転用面積０ｈａとなっております。

「２ 活動計画」につきましては、８月と１１月に農地パトロールを実施し、違反

転用の早期発見、早期是正指導に努めるとともに、農地利用状況調査等による監視活

動の強化や農業委員会だよりにより、農業者等へ周知し、啓発を行ってまいります。

以上で説明を終ります。

よろしく、ご審議いただきますようお願いいたします。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１６番委員」挙手あり〕

はい、１６番委員どうぞ。
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１ ６ 番 委 員 管内の農地面積というのがありますが、この資料の中でもいろいろな数字が出

ているわけですが、耕地面積がいくらあるのかと確定するのは、最も基本的なこ

とですよね。それが３，３３０ｈａとか、１１ページに至っては、３，８３４ｈ

ａとか、非常にいろいろな数字が出ているのですが、農業政策を行う上で基本的

な数字ですので、これをなんとか統一できないかというのをまず思うんですけど、

これはどういうことになりますか。

事 務 局 点検・評価、活動計画による耕地面積というのは、基本的に農林業センサスに

基づいて記入することとなっております。１１ページのところが、基本的な耕地

面積と異なるということでのご指摘なんですが、ここの遊休農地に関する措置の

管内の農地面積に関しましては、その下の方に注意書きがございまして、管内の

農地面積に遊休農地面積を足した農地面積をここには書くようになっております

ので、他のところの管内の農地面積と異なるところです。ここでいう農地面積を

いうのが、３，２９０ｈａに５４４．７ｈａを足して３，８３４．７ｈａとして

いるところです。ここの表現などにつきましては、次回以降、説明の時に、ここ

は補足説明するように致します。説明がなかったことは申し訳ありませんでした。

事 務 局 今、委員からご指摘がありましたが、耕地面積がなぜ違うのかということです

が、ある土地自体は一緒なんですが、その統計であるとか、そのやり方によって

数字が違ってくるということです。１ページに耕地面積というのがあるのですが、

この耕地面積は、農林水産統計ということで、毎年農林水産省が調べます。これ

は航空写真であるとか、桝目を切って調査をしていって、それで全国同一のやり

方でやって、鹿児島市であれば３，３３０ｈａですよというふうにします。それ

から経営耕地面積なんですが、農林業センサス、これは５年に１回、国が大体的

するものなんですけど、これについては、国の方からこの基準以上の農家につい

て調査をして下さい。その調査の回答の中で出た数字がこれです。これはこれで

正しいです。農地台帳の面積は、鹿児島市が農地台帳をして把握している１０ａ

以上、前選挙をする頃に、選挙人名簿に登載するために、耕地面積１０ａ以上で、

そこに登載を希望されるものという形を集計したのがこの数字になりますので、

一つ一つその目的であるとか、その調査の方法によって出た数字ですので、全て

が正しい。その調査指示に基づいて出すので、正しい数字です。実際、土地自体

は動きませんので、本当の数字があるのかもしれませんが、それはなかなか難し

いということで、ご理解をいただきたいと思います。ここの点検・評価の数字に

つきましては、国の方が統一して、全ての農業委員会の方に示しているものであ

りまして、ここについてはこの数字を使いなさい。ここについてはこの統計のこ

の数字を使いなさいという形で指示をされておりますので、私どもはその指示に

従ってその数字を入れているところでございます。確かに同じ農地なのに面積が

違うのはどうかなというご指摘はあるかと思います。しかしながらそういう事情

がありますので、ご理解を賜りたいと思います。

以上です。

１ ６ 番 委 員 鹿児島市の農業委員会が把握をしている農地台帳による耕地面積はいくらにな

りますか。
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事 務 局 ここにあります農地台帳面積と耕地面積は同じなんですが、これは国から、農

地台帳面積については、耕地面積と同じ数字を入れなさいという形になっている

ので、この数字になっております。私どもの農地台帳上の面積については、今、

手元に数字は持ってきておりませんので、次回報告させていただきたいと思いま

す。

１ ６ 番 委 員 ２ページですが、集積率が１０．７％となっておりますが、鹿児島県の集積率

はいくらで、全国的にはいくらになっているかというのがわかったら教えて下さ

い。

事 務 局 本日手元に資料がございませんので、次回報告させていただきます。

議    長 次回報告するということでよろしいですか。

１ ６ 番 委 員 私も正確に覚えているわけではないですが、全国的には５０％という数字が頭

にあるのですが、鹿児島市の場合は１０％ということですので、非常に低いわけ

です。農業委員会を挙げて、集積率を高めようと言っているわけですけど、なぜ

こんなに鹿児島市は集積率が低いのだろうかと。その原因もぜひ追究をしていた

だきたいなと思います。

それから、５ページの違反転用への適正な対応の違反転用面積が０ｈａという

は、私は理解ができないです。例えば、農業委員会に、３条、４条、５条の申請

が出ますけど、その中で始末書付きの申請というのがあります。それは違反転用

だというふうに思われるんですが、そういう場合の始末書付きの農地の違反転用

については、それを集計して、ここに書くべきではないかと思いますがどうです

か。

１ ５ 番 委 員 違反転用は、パトロールの時の違反転用だと思います。それぞれ委員さんは、

自分の周辺に気を配っていて、これは違反転用ではないかとか、昔から建ってい

て、たまたま地主さんが相続等で知らなかった農地とかもあります。始末書がな

いとしょうがないということで、かねて委員さんが自分の周辺に気をつけて、も

し仮に見つけたら、その地主さんに埋め立てるのなら申請書がいるよとかそうい

う指導があって、それを実際に行っていれば、始末書付きになると思うんです。

その辺があるので、パトロールの時に見つけるのではなくて、かねて皆さん方が

よく周辺をパトロールしているというその一つの結果ではないかと思います。

１ ６ 番 委 員 農地パトロールに限っての違反転用０ｈａなんですね。

それから、７ページの農地所有適格法人からの報告で、数字的にこれで合うの

かなと思うのですが、報告書を提出した農地所有適格法人は２０法人、督促を行

った農地所有適格法人が４法人、うち督促後に報告書を提出した農地所有適格法

人は４法人、うち報告書を提出しなかった農地所有適格法人は０法人と、この数

字は合っているのですか。
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事 務 局 こちらの数字ですが、農地所有適格法人から報告書をいただくのは、その事業

年が終了いたしましてから３ヶ月以内となっております。例えば、２月に終了し

たところは、３月に出す場合もあり、４月に出す場合もございまして、その年に

よって、どちらの年度に出したかで件数が違ってきております。今回の場合は、

未提出のところはございませんでした。

１ ６ 番 委 員 これで正確な数字なんですね。わかりました。

７ 番 委 員 １６番委員の方から数字のアンマッチを言われていますが、まず４ページの平

成２９年３月現在の管内の農地面積から、１１ページの平成３０年３月になると

管内の農地面積が増えていますが、数字の矛盾点を感じます。平成２９年度から

平成３０年にどういうことをすれば、こんなに面積が増えるのでしょうか。これ

は事務局どう説明をしますが。

事 務 局 ４ページの管内の農地面積には、遊休農地面積４９９．３ｈａが足されていま

す。１１ページの方には、遊休農地面積５４４．７ｈａが足された農地面積をな

っておりますので、遊休農地面積の差の分が増えているということになります。

７ 番 委 員 管内の遊休農地は劇的に増えているということですね。

事 務 局 この遊休農地面積の取り方は先程ありましたが、私どもは、皆さん方が農地利

用状況調査をしていただいて、遊休農地が出てきます。その数字を載せています。

これは元々が、平成２１年か２２年に確か委託をして、調査できる農地は全部調

査した上で、遊休農地を出しております。それから、皆様方がこうやって毎年毎

年、調査していただいた数字が、私どもが持っている数字です。それとは別に私

どものいただいた数字を、今度は農林部の方に上げまして、農林部の方は、国に

統計として上げる。その数字は、荒廃農地調査というのですが、その数字につい

ては、農林部が調査した部分を足したり引いたりして作っていく。それが少し乖

離があったものですから、今回、国の方も農林部が出す数字と農業委員会が出す

数字の整合を取りなさいということがありまして、整理した結果でこういう形の

数字になったということです。

以上です。

７ 番 委 員 ここにいらっしゃる農業委員の方々が、この数字について、あんまり理解でき

てないというような状況だったら、ホームページで市民に公表しても、数字を理

解することはできないのではないかと思います。要するに、鹿児島市に総面積ど

れだけあって、遊休農地がこれだけです。その部分の数字が必要な気がします。

統計が合わないということは、統計のやり方が間違っているということです。こ

こで議論するような話ではないですが、これは日本全国同じようなことが言える

と思います。それを統一していくということで、事務局同士で横の線で繋がって、

鹿児島市の本当の面積はいくらなんだということをやって、どれだけ荒廃農地が

進んでますよということを真意として調べるべきではないかと思います。
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議    長 参考意見として伺っておきます。

ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題１３．「平成２９年度の目標およびその達成に向けた活動の点

検・評価並びに平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい

て」は、原案どおり承認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

５１ページ～５３ページ ３件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、本庁、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 報告します。５１ページです。

照会日：平成３０年４月１８日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年５月１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 報告します。５２ページです。

照会日：平成３０年４月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年５月２日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 報告します。５３ページです。

照会日：平成３０年５月１１日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の

定めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年５月１８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

５４ページ～５５ページ ７件

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ５４ページをお開きください。

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は７件です。

登記地目別では、田５筆、２，１３０．００㎡、畑１０筆、５，１２８．００

㎡となっております。取得した事由別数は、相続が９件。権利の種別は、所有権

が９件。農業委員会によるあっせん等は、無が７件となっております。

５５ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

５６ページ～６１ページ ２３件

事 務 局 ５６ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係はありませんでした。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１９件、店舗等、その他が各２件、合計

２３件となっております。

５７ページから６１ページは、５条関係２３件の内容です。お目通しをお願い

いたします。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１１時４０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 相続税の納税猶予に係る件ですが、特定貸付を行っている場合、納税猶予が適

用されるようになったのは、施行日が平成２１年１２月１５日となっております。

事 務 局 ・平成３０年度第３回総会（月例）開催日時は、

６月２８日（木）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・平成３０年度第１回合同委員会開催日時は、

６月６日（水）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

事 務 局 この総会の資料に、鹿児島市への意見の提出依頼の文書を同封してございます

ので、６月の各地区推進協議会までに提出の方をよろしくお願い致します。

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時４５分）


